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諏訪南行政事務組合で計画している灰溶融炉建設の中止を求める要望書 

 
＜はじめに＞ 

現在、茅野市・原村・富士見町で構成する諏訪南行政事務組合の広域の事業として、灰溶融炉

施設の計画が進められています。昨年の 5 月以来 4 度にわたり組合主催の住民説明会がありまし

た。第１回の説明会は、３市町村の住民の他に、建設予定地の隣接地である山梨県の住民も含め

て、約２００人の人々が出席しました。この事は、この計画に対する人々の関心の高さを示して

います。しかし、説明会では、私たちの疑問に対して納得のいく回答はなされないままで、むし

ろ組合側が強調する安全性や利便性の説明に一層の疑問を抱くようになりました。回を重ねるほ

どに不安や心配が増し、私たちは、灰溶融炉建設が最善最良の選択肢ではないとの考えに至りま

した。 

灰溶融炉のような施設に頼らないごみの減量政策、環境先進国として、５０年、１００年先を

見すえた真にあるべき循環型の社会を目指す事を要望いたします。 

 
 
私たちは、灰溶融施設に次の疑問を持っています。 
≪地元の状況と諏訪南行政事務組合の問題点として≫ 
① 建設予定地の地質について 
・ 組合は、自らの生活環境影響調査で建設予定地の休戸は、地質が脆弱で山地災害を起こしや

すいと言っているにも関わらず休戸を第一候補とし、他の場所の検討はしていません。 
・ 建設予定地の近くには若宮断層（糸魚川―静岡構造線）が存在します。 
・ 信州大学副学長の小坂共栄教授（構造地質学）と地質調査を行った結果、若宮断層と同じ方

向に走る断層がいくつも見つかっています。 
② 地元地区の休戸、花場、大武川（山梨県北杜市）は建設に反対している件について 
平成 16年に花場・休戸区両区長から組合に提出された「同意書」について、「同意書の撤回」
が組合に提出されています。組合が「地元区」としている山梨県杜市の大武川区では、区民に

対するアンケート行われ、９０％の区民が建設に反対しています。 
③ 平成 19年度まで具体的なごみ減量化政策を実施してこなかった件について 
灰溶融炉の建設を検討し始めた平成 14 年から、ごみの減量化に取り組むべきでしたが、平成



18年まで何も対策が取られていません。３市町村ともごみ問題の根本的な解決に向けて検討を
行うことも無く「灰溶融炉建設ありき」で進められています。 

④ 掘り起こし灰を処理する件について 
・ 掘り起こし灰を溶融処理している例が非常に少ない。 
・ 掘り起こし灰の中に含まれる可燃成分は、6.4%～10,7%と高く、溶融処理を行うと爆発事故
につながる危険性がある。 

・ 茅野市から 20Ｋｍ離れた富士見町に灰を運んで処理することは、環境面や経済性を考えても
矛盾している。 

・ 掘り起こし灰を前処理する過程で灰が飛散し危険。 
⑤ 最終処分場の残余年数について 
組合は、最終処分場が平成 20年度には満杯になると説明していますが、最終処分場の埋立処分
量記録から計算すると平成 23年度までは使用可能。 

⑥ 国へ提出している計画書について 
環境省と組合が意見交換を行った記録の情報公開を求めます。 

⑦ 検討委員会が絞り込んだ13社のうち5社が談合事件で指名停止処分になっている件について 
総合評価入札制度を導入する場合には、現在指名停止処分になっている 5 社すべての停止処分
が解除されてから入札を行うべきです。 

 
 
≪灰溶融施設についての疑問点として≫ 
a  生活環境影響調査のあり方について 
・ 生活環境影響調査は、施設が稼動する前の調査結果である。組合は、この結果を基に、施設

が稼動した後も安全であると説明しているがこのような用い方は問題である。 
・ 生活環境影響調査の信頼性に疑問がある。 
b. 事故やトラブルが多発し、爆発事故まで起きていることについて 
日本各地で深刻な事故が多発し技術そのものがまだ確立していない事を物語っています。しか

も、地元住民の通報によって始めて事故が明るみになる事など、安全対策に関しても、今だに

多くの問題を残しています。 
c. 排ガスによる大気・土壌・水質などの環境汚染や、それによる健康被害について 
・ ダイオキシンの測定が年 1回、しかも 4時間しか行わない事は問題である。 
・ 高温処理することで発生する重金属やダイオキシン類似物質については排出基準がない。 
・ 信頼性の高い長期連続摂取の技術がドイツやベルギーで義務化され、日本にもすでに導入例

があります。なぜ採用を義務化しないのですか？ 
ｄ.スラグの安全性と使用方法について 
・ スラグの利用が進まず各地の自治体が困っています。 

・ JIS 化の溶出試験は酸性雨に対応していません。 

・ 様々なものを燃やすごみの焼却灰は、成分にばらつきが出ます。その灰をスラグ化するので

すから均一な製品を作ることは困難と思われます。 



・ 4年間でわずか136日間しか稼働していない山梨県大月市の灰溶融炉に似た例が全国には沢山

あります。 

・ スラグは鉛やヒ素など、多くの有毒な重金属を含んでいます。日本中に降り注ぐ酸性雨によ

って有害物質が溶出する事は、広島県の保健環境センターが平成 16年に行った溶出試験で証

明済みです。 

・ 茅野市、富士見町、原村には上水道が配備されず地下水（井戸水）で生活している人がたく

さんいます。スラグが地域の公共事業に使用されると、そこでは暮らせなくなります。 

e.建設費とランニングコストについて 
建設費 23億円、ランニングコストは年 3億円。このお金をごみ減量化政策にかければ、循環型
の環境にやさしい地域づくりが可能になります。 

f.地球温暖化防止に逆行する施設であることについて 
多い機種では、一時間にドラム缶 4 本もの灯油を使い大量の二酸化炭素を排出します。地球温
暖化が深刻さを増す時代に逆行する施設です。 

g.溶融化政策とごみ問題を解決させるために必要な政策との矛盾点について 
24時間連続稼動が必要な溶融施設を導入すると、ごみ減量化への意欲が損なわれます。 

h.溶融炉の導入により地域の経済が疲弊することについて 
溶融化政策で一企業が潤うよりも、小さな規模で循環型のゴミ減量政策を進めることにより、

地域の雇用を産むべきです。 
i.ドイツでは灰溶融炉が稼動していないことについて 
ドイツでは、灰溶融について研究・応用した結果、経済性・安全性など、どの面からもメリッ

トを見出せずに導入を止めています。 
 
 
 
日本中の多くの自治体で、時代に逆行し未完成の技術である施設に対し、反対運動が起こって

います。私たちは、環境省(交付金を出す側である国の機関)に行き、以上の疑問・問題点に対する
要望書を提出してきました。同時に循環型社会形成推進交付金についても、詳しい内容の説明を

受けました。 
環境省の担当官の見解としては「予定地についての問題点や、地元住民の反対があり住民の合

意形成がなされていない問題については、県に監督責任がある」とのことでした。 
また、交付金については「自治体の裁量の高い物であり、今からでも灰溶融炉から別の施設を

建設することに変更が可能」「先進的な取り組に対しては、現在の３/１の交付金から、１/２の交
付金へに乗り換えも可能」「タイムリミットは特にない」と言う説明を受けてきました。 
そこで、私たちは県に対しても同じ内容の要望書を提出いたしました。 

 
 
循環型社会形成推進交付金は、熱回収事業から最終処分場まで、幅広く利用可能です。「灰溶融

炉建設ありき」ではなく、住民と共にこの問題に取り組み、根本的な問題解決を目指す為の事業

を目指して欲しいと考えます。 



＜終わりに＞ 

私たちには、今の美しい日本を後世に残していく責務があります。温暖化は年々深刻さを増し、

資源はますます枯渇して行きます。 
国民の健康を第一に考え、未来の子供たちが安心して暮らせる環境を、後世に引き継ぐ努

力を怠らず、貴重な財源を有効に活用することを最優先に考える行政であってほしいと心か

ら願います。 


